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成年年齢引下げを踏まえた対応について（要請） 

 

民法の改正により、本年４月から成年年齢が 18 歳に引き下げられ、親の同意を得

ることなく、有効な貸付けの契約を締結できるようになります。 

成年年齢の引下げにより、18歳、19歳の若年者（以下「若年者」とする。）が積極

的に社会の中で主体的な役割を果たし、社会に大きな活力をもたらすことが期待され

ます。一方で、若年者が過大な債務を負わないよう、貸金業者においては、若年者に

対する貸付を行う場合に特段の配慮をすることが重要です。 

こうした中、令和４年１月７日に成年年齢引下げに関する関係閣僚会合（構成員：

内閣総理大臣、金融担当大臣等）が開催され、各府省庁から若年者の消費者被害等を

防止するための主な施策（別添１参照）が報告されるとともに、総理から各府省庁に

対し、これらの取組を集中的に進めるよう指示がありました。主な施策の中では、日

本貸金業協会において、若年者向けの貸付を行う場合には、50万円以下又は他社との

合算額で 100万円以下の場合であっても、収入の状況を示す書類の確認等を行うこと

などの自主ガイドラインを策定することも盛り込まれております。また、過剰借入・

与信防止の観点から、当局の監督・検査によりその遵守状況をモニタリングすること

とされております。 

つきましては、若年者に対する貸付を行う場合には、経営陣の主導のもと、万全の

態勢を構築し、下記の点に適切に取り組んでいただくよう、よろしくお願いいたしま

す。 

 

記 

 

１．日本貸金業協会が令和４年２月 16 日付けで公表した社内規則策定ガイドライン

「過剰貸付の防止」（別添２参照）に基づき、社内規則を策定するとともに、これ

を遵守すること。 

 【日本貸金業協会の公表先リンク】 

https://www.j-fsa.or.jp/topics/association/adult_age_reduction.php 

 

２．貸金業法の規定（返済能力の調査、総量規制、貸付限度額の適切な設定等）を確

実に遵守すること。 

以 上 

https://www.j-fsa.or.jp/topics/association/adult_age_reduction.php


（別添１）令和４年１月７日 成年年齢引下げに関する関係閣僚会合 資料 

 



令和４年２月 16日 

各位 

日本貸金業協会 

 

成年年齢の引下げを踏まえた対応について 

 

民法の改正により、令和４年４月から成年年齢が 18歳に引き下げられ、親の同意を得る

ことなく、有効な貸付けの契約を締結できるようになります。これにより、18歳、19歳の

若年者（以下、「若年者」という。）が積極的に社会の中で主体的な役割を果たし、社会に

大きな活力をもたらすことが期待される一方で、若年者が過大な債務を負わないようにす

ることが重要です。 

現行の貸金業法では、貸金業者が顧客に対して顧客の年収の３分の１を超える貸付け及

び返済能力を超える貸付けを行うことは禁止されており、その実効性の担保として、貸金

業者は、顧客から収入の状況を示す書類（給与明細や源泉徴収票等）の提出又は提供を受

けるとされていますが、貸付額が 50万円以下又は他社との合算額が 100万円以下の場合は、

収入の状況を示す書類は不要とされ、年収は顧客の自己申告も認められてきました。 

こうした中、令和４年１月７日に成年年齢引下げに関する関係閣僚会合（構成員：内閣

総理大臣、金融担当大臣等）が開催され、各府省庁から若年者の消費者被害等を防止する

ための主な施策（別添参照）が報告されるとともに、総理から各府省庁に対し、これらの

取組を集中的に進めるよう指示がありました。主な施策の中では、「貸金業協会における自

主ガイドライン（収入の状況を示す書類の確認等）の策定等を行う。過剰借入・与信防止

の観点から、当局の監督・検査により遵守状況をモニタリング」することとされておりま

す。 

当協会では、これまでもアンケートを通じ、若年者への貸付けを行うとしている協会員

のうち、大宗の皆様が自主的な取組を通じて、若年者が過大な債務を負う事がないように

慎重な姿勢で取り組んでいただいている事を確認しておりますが、この度の政府の方針を

受けて、若年者への貸付けに関してはより丁寧な返済能力調査を行うため、当協会の社内

規則策定ガイドライン「過剰貸付けの防止」に、当分の間、下記の規制を盛り込むことと

しました。 

当協会としては、監督当局とも連携しながら、協会員への指導・監査を通じて、当該規

制の遵守状況を確認していくこと等により、若年者が過大な債務を負うような事態が生じ

ないよう、全力で取り組んでまいります。引き続き、ご理解、ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

 

記 

 

（別添２）日本貸金業協会 社内規則策定ガイドライン 

 



１ 若年者への貸付けの契約を締結しようとする場合は、貸付額にかかわらず、収入の状

況を示す書類の提出又は提供を受けてこれを確認するものとする。また、当該書類は、

当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日まで保存するなど、貸金業法施行規

則第 10条の 18第 2項の規定に沿って保存するものとする。 

 

注１）貸金業法第 13条第 3項に規定する金額を下回る額の貸付契約における収入の状況を

示す書類については、必ずしも年収証明書である必要はなく、客観的に収入を確認

できる書類であって信ぴょう性・妥当性があるものであればそれでも差し支えない。 

 

注２）若年者又はその家族の医療費や、緊急に必要となる資金（10 万円以下、かつ返済期

間 3 ヶ月以内）の貸付けについては、若年者に対し、その事情を十分に聞き取り、

貸付けの可否やその内容を適切に判断する。なお、法令に従い、顧客から疎明資料

（医療機関からの医療費の請求書又は見積書、緊急に必要となる資金の支払いに係

る領収書その他の資金の使途を確認することができる書面）の提出又は提供を受け、

適切に保存する。 

 

２ 若年者への貸付けの契約を締結しようとする場合は、資金使途を確認するとともに、

名義の貸借やマルチ商法等について注意喚起を行い、不自然な点が見受けられる場合に

は聴き取りを行う等、より慎重な調査を行うものとする。 

 

３ 成年年齢が引き下げられた旨の表現内容を用いる等、ことさら若年者を対象にした広

告・勧誘を行わないものとする。 

 


